
 

 

様式第３号                 会  議  録 

会 議 名 

（審議会等名） 
令和４年度 第２回 川西市男女共同参画審議会 

事 務 局 

（担 当 課） 
   市民環境部 人権推進課 （内線２４１１） 

開催日時 令和４年９月１２日（月） １３時３０分～１５時３８分 

開催場所 川西市役所 ４階 庁議室 

出 

 

席 

 

者 

委 員 

和田 聡子 委員  守  如子 委員  井之上 恵子 委員 

岡﨑 晴雄 委員  黒田 美智 委員  髙坂 明奈  委員 

林  拓朗 委員  福竹 優子 委員    

（欠席) 

岸本 玲   委員  田中 麻未 委員   松並 知子 委員  

山田 静子 委員 

その他  

事務局 

市民環境部 部 長                岡本 匠 

市民環境部 副部長兼人権推進課長     田中 肇 

人権推進課 主 査                森長 義一 

人権推進課 主 査                岸  琴乃 

こども未来部 こども若者相談センター所長 木山 道夫 

（指定管理者）  

男女共同参画センター長            三井 ハル子  

傍聴の可否 可 傍聴者数 ２人 

傍聴不可・一部不可の

場合は、その理由 
 

会議次第 

＜意見交換＞   

川西市男女共同参画プランの見直しに向けて（市長との意見交換） 

＜協議事項＞ 

議題１ 川西市男女共同参画に関する市民意識調査票（案）について 

議題２ その他 

    ・作業部会について 

    ・次回審議会の日程調整について 

会議結果 別紙のとおり 
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【審 議 経 過】 
 

◆事務局より、本日の欠席委員の連絡と配布資料の確認を行う。 

◆市長あいさつ 

市    長： 最終的に諮問をするという立場上、皆さんにしっかりとプランを立てていただくという、そこが大きなと

ころなんですが、その前段として、やはり我々が今どんな課題を持って、何に悩んでいるのかと。ある種何

もないところではなくて、一定我々としても思いをお伝えをさせていただいて、そこをしっかりとディスカッ

ションをしていきたいなという思いで、いろんな審議会のほうで私が出席をさせていただいて、皆さんとの

意見交換の場所を持たせていただいております。本来であればちょっと１回目の時にさせていただきたか

ったんですが、ちょっと１回目の私のちょっと日程がどうしても都合がつかないということで、今回時間をい

ただきました。ありがとうございます。 

今回第３次、この男女共同参画プランのこの改定、新たな計画をつくるということですが、私自身も市長

に就任していろんなものを、男女共同参画はもとよりジェンダーギャップの問題について、様々な問題意識、

課題を持っております。 

一つはですね、やはりまず身近な問題として、この市役所も含めた意思決定の部分に関するこのジェン

ダーギャップ、女性の参画が非常にまだまだ少ないという状況です。これ過去の計画なんかにも厳しいご

指摘をいただいておりますが、いつまでたっても目標が到達しないんじゃないかという厳しいご指摘をい

ただきました。何とか令和３年４月１日現在では、審議会の女性登用率は 30％を超えるという状況ですが、

これは非常にハードルを低くしていただいて何とか超えたハードルということで、やはり本来はもう少し高

いしっかりとした目標をやっていくべきだろうと。ただ目標、目標を掲げました、やりましょうではなくて、や

はりより具体的なルールをどうやって定めていくのか、こういったことをしっかりとアクションプランという

かその実行するという上で、どのようなこういう事例があるよとか、こういうふうにするべきではないかと

いうのが一つ大きな課題だと思っています。 

前回のプランの中でもですね、いわゆる各種団体の代表者だけではなくて、代表者という呼び方では

なく、そこから推薦をいただく方に一定女性をお願いするとか、いろんな方法があるんではないかというこ

とのご提案もいただいた内容になっております。まだ十分にできてるところ、できてないところまだまだござ

いますので、その意思決定の部分に、いかに男女共同参画、両方に様々な多様な意見が反映できる枠組み

というのをしっかりと作っていきたいと思います。 

本市におきましても、残念ながら、本当に情けないことではあるんですが、現時点で女性の管理職非常

にまだまだ少ない状況で、事務職の部長職というのはまだ、いまだ川西市の中で誕生していないと。もうそ

ろそろではないかなというふうな思いは持っているわけではございますが、女性管理職を比較的意識的に

登用するようにはして参りましたが、これもやはりいっときのこう状況ではなくて、より継続的に、男性女性

がそれぞれの力で、それぞれの立場でしっかりと任用をされる、登用される、それが当たり前の役職という

のをつくっていかなければいけないと思います 

ただ１人ピックアップしてということではなく、底上げとしてやはり、女性職員は男性もそうですが、男女

ともに働きやすい職場にするということも、我々に今課せられた一つの使命だというふうに思っています。

そのようなことを今我々自身も悩みながらやっているという点で、もっと民間ではこういうことをしている

んではないかとか、いろんな事例なんかもこのプランの中で、ご協議をさせてご提案をいただければなと

思っています。 

その次の大きな課題としてはやはり社会全体のこのジェンダーギャップの問題をどうしていくのか、や

はりですねこれ我々自身、やはり、意識、よほど意識をしないと、何げないところで、そういう発言をしてる

んではないかなということを私自身も思います。 

例えば今川西市、この４月１日現在で、保育所待機児童は解消しました。国基準ということですので、ま

だまだ希望されて入れない方がいないことはないんですが、どうしてもその記載のときに必ず枕言葉で出
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るのが、女性の社会進出が増えたことにより、保育需要が増えたというのが当たり前のように表記をされて

しまっている。これがやはり男性女性のジェンダーの固定化というのが、市役所の中にもあります、社会の

中でもやはりまだまだ多いのではないかと。やはり様々な所属の部分もそうですし、川西市として社会全

体をということは、全てはできないかもしれませんけど、川西市の政策の中でできるところは、何なのかと。

このジェンダー部分について、社会を変えていく動きをどうやっていくのかということが二つ目、大きな論

点としてご提案をいただき、プランとしてしっかりとして、定めていきたいというところです。  

三つ目は、とは言いながら、やはりこのジェンダーギャップを解消していく、男女共同参画を実現するた

めには、それぞれが持つ課題というものに対して、やはりこれは的確に対応していかなければいけないと

思っています。 

私、比較的こうＳＮＳを使うほうの首長だと思っておりますが、いろんなダイレクトメッセージをいただく

中で、特にこのコロナ禍において非常に苦しいというお声をたくさん頂戴します。すべての統計をとったわ

けではありませんが、やはり相対的に、女性でお１人で、お子様を育て、している方ということの本当に苦し

さというものが、いろいろ我々のところにも届いています。 

一方で、コロナになったことによって、男性が育児で悩まれているってことが非常に多いという、比較的

家にいる、時間が長くなったことによって、今までなかった課題というのはこういった課題も生まれてきた。

男性は男性で、今の時代の変化の中で、悩んでいること、女性は女性で悩んでいること、本来は男性女性

として、悩むべきことではないにも関わらず、やはり、結果としてそういうふうに共存している。やはりここ

はより奥深いところに向かっていって、その課題の解決ということに、目指していくということが、一つ、こ

れは福祉分野等との連携にもなるのかもしれませんが、この分野の中でもしっかりと取り組んで行きたい

と思います。 

その他本当に多くの課題が、私たちの中にも非常に多くあります。川西市、令和２年の８月１日に、同性

パートナーシップの制度を導入をいたしました。そのときに言われたのが、本当に最初の１組目のパートナ

ー、２人の方から、本当にこの制度がなかったら他の町に引っ越しをしようかなと思ったんだと。でもこうい

う制度があって、本当に今でも同性同士で一緒に住むと、非常にいろんな目で見られることもあるんだけ

ど、やっぱり制度で守られているっていうことが勇気になるんだっていう、そのあと、メールなんかをいた

だく中で、私自身も非常に勇気を持ったところです。 

時代がどんどん変わっていきますので、それに合わせてしっかりと我々もバージョンアップをしていか

なければいけない。男女共同参画の本当に大切なところを守っていきながら、時代の変化にしっかりと適応

してきた計画で、より目標としては皆さんにお願いをしたいのは、より野心的な目標を掲げたなと、川西や

る気やなと、言っていただけるような、そんな計画作りに皆さんにご協力をいただきたいというふうに思い

ます。 

とは言いながら目の前にできること一つ一つやっていかなければいけませんので、今日今私がこんな

悩んでいるということ、こんなことをしたいんだいうことを少しお聞きいただいた上で、いやいやそれは道

がちょっと違うんじゃないかとか、もっと新たな視点、こんなことがあるよとか、ぜひそれぞれの立場から、

ご意見をいただきたいというふうに思っております。 

どうかよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局：  ありがとうございました。 

それではここからは、会長に進行をお願いしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

＜意見交換＞   

川西市男女共同参画プランの見直しに向けて（市長との意見交換） 

 

会   長：  改めましてこんにちは。着座にて失礼いたします。 

本日、よろしくお願いいたします。 
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冒頭ですね、早速、越田市長から情熱、それからいろんなことが伝わってくるメッセージをいただきまし

た。市長のご説明にありましたように、市長との懇談、諮問いただいてから前後してしまうんですけれども、

何分市長もご多忙で、それでいてやっぱり我々ともぜひ意見の交換の場を持ちたいという本当にありがた

いご対応をいただきまして、今日おいでいただいてることになります。 

それで、市長のほうから今回のプランを作り上げていく中でですね、皆さん、今の市長の大きく３点課

題をいただいたと思います。ちょっと整理いたします。 

一つ目は、庁内の問題。それから二つ目は、社会全体。庁内限らずですが、日本ひいては社会に通じる

かと思いますが、社会全体の問題、そして、三つ目は、個別の、いろんな今の時代の激動の中で社会情勢、

本当にたくさんの課題があります。それとですね、男女共同のプランをつなぎ合わせたときに、いろいろま

た見えてくるものもございます。そういった意味でも、社会情勢、いろんなことの課題とプランとのあり方と

いいますか、このプランと、つなげたいろいろの課題を、我々、市長と考えていきたいという、そういうメッ

セージをいただいた次第です。 

ですので、そういう３点ですね、市長には、本当にご多忙の中ちょっといただいて、大体40分ぐらいを、

今から、お話ができるかと思いますので、ぜひ、その辺をですね、皆様、最後に市長もおっしゃっておられ

ましたように、ぜひこの川西市、野心的なプランをっていうことも言っていただきました。ですので、紋切り

型、いわゆる金太郎飴のようにですね、ここはきんた君が、かわいいマスコットでございますけれども、む

しろ他の市が金太郎飴になるくらいの野心的な、ここは、川西市がですね、わぁ先鋭的なものを作り上げた

なぁと。実は、男女のですね、こういうプラン、男女のいろんな問題の始まりっていうのは、結構川西市、早

かったんですよね。それが、掲げたと言ってから、他市がどんどん追随してきてしまったというようなところ

もございますので、再起ではございませんが、ぜひ、この市長のメッセージとともにですね、野心的なプラ

ン、それから、今のいろんな情勢のあり方、先を見据えたプランというものを皆さんと考えていければと思

いますので、ぜひ皆さんここで、忌憚ないご意見、ご発言いただきたいと思います。ちょっと私、会長で出だ

しを話しましたけれども、副会長にもお話しいただいて、それから皆さんのお話を伺ってということにした

いと思います。 

 

副 会 長：  副会長を、担当させていただいております、●●と申します。今日は、お話ありがとうございました。と

ても方向性がすごいしっかりしていて、こういう方向で進んでいかれるんだったら、間違いないなと思って

お話を伺っていた次第です。早速なんですけれども、私のほうからちょっと逆に市長にお伺いしたいことが

あるんですが、例えばそのジェンダーギャップの解消が出来ない、ことに関してなんですけれども、例えば

何かそういうことはしなくていいのではないかとか、逆にそういう施策に対する反対の意見みたいなもの

が、市長のお耳に届くことっていうのはあるのでしょうかということですね。或いは、例えば同性パートナー

シップ制度なんかも、典型的にはこう批判をする方も多いようなものだと思うんですけれども、今もう進め

ていこうとされている施策に対する、市民の方からの反対の声みたいなものは何かあったりするものでし

ょうか、ということをちょっと最初に、お伺いさせていただければと思います。 

 

市   長：  ありがとうございました。これはですね、私たちが意識してる以上に、表立つ声としては本当に私は減っ

た、本当に無くなったなと思っています。私自身は、市議会議員を２０年前に初めて当選をしまして、今年で

すね、中学校給食スタート、９月にしたんですけど、この頃の議論というのは、中学校給食、中学校でお弁当

を作るのは、母親の愛情の証明だと、給食なんて、給食に任せるなんて母親の責任放棄だというような声を

普通に議会の中でも、普通にありました。でも、これはもう明らかに変わってきたお話だというふうにも思

います。で、あとは、例えば同性パートナーの話もですね、やはり我々の空気がどういう空気かというの正

直、わからない状況があったんですが、これはやはり、いろんなお隣の宝塚市を始め、いろんな自治体が

進めていくことによって、もう同性パートナーをしたという制度があるということに対して、ご批判の声とい

うのは、基本的には入ってきていません。 

実際、私が県議時代だったと思いますが、12 年前ぐらいに、ある私の同期の県議が、初めてＬＧＢＴの、
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議会で取上げたときにですね、そのときはまだですね、終わった後に周りの方が、あの議員さんはそういう

ことなの、というような、何かそういう質問は普通にあったような世の中が、逆に、制度を作っていくことに

よって変わってきたということだと思っています。 

ただ、一方で、啓発の難しさというのは、私自身が感じているのが、私も４５になりまして、それなりに若

い意識を持って、感覚があると思って進んできましたが、それでもやはり最新のものを常にバージョンアッ

プさせてるかというと、やはりそうではないんじゃないかと。何気ないところの中で、やはり潜在的に刷り込

まれていくもので、実はそっちのほうが、意識的にこう、女性がこうだと言っている方よりも、むしろ無意識

のときに、善意でやっている人たちのほうが、何か非常に課題としては、何か根深いんじゃないかなってい

うのを、今、私自身は非常に感じます。あの、少し長くなりました。そういった意味で、非常にこれに対しても

反対だとかという、もうジェンダー言い過ぎだとかという声というのは私達のところには、少なくとも聞こえ

てきていないんだとは思います。 

 

副 会 長： ありがとうございます。 

 

会   長：  はい、それではどなたからでも結構でございます。挙手いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委   員：  じゃあ、静かだと、困るので。 

 

会   長：  どうぞ。 

 

委   員：  はい、ありがとうございます。今、市長がおっしゃったのが、私は一番大事なんだなと思ってるんです。じ

ゃないと、私なんかも、昭和初期の母親から育てられましたから、もう夫は大正生まれですから、もう明確

に明治憲法のもとに、女は傅くもの、という形のやっぱ教育を、私もやっぱり受けている。やっぱりそこは、

私たち刷り込まれてるわけですよね。だから、だから駄目ではなくて、そこにどう気づいていくのかというこ

となんだろうな。で、さっきそれこそ本当にそれぞれの目的を、どんなふうにしていくねんっていう時にね、

やっぱり私は相手を否定していかないことかなっていうふうに思うんです。例えば、私なんかでも友達と、

夫の話をするときに、連れ合いということを、言葉を使われる方がある、うちの主人がね、とおっしゃる方が

ある。うちの旦那がねって言われる方もある。じゃあ、それをちょっと何年か前はね、「主人」っていうのをね、

まるでもう目くじらを立てて、「あなた、そんなことを言っていたらね。」みたいな人も、言っておられたけど、

それではやっぱり変わっていけない。 

私たちは、やっぱり自分の生まれたときから、自分の人生を歩んだから、自分の本当に生き様で、今を

生きてるわけですよね。そのときに、どう気づいていくのか、自らがどう変わっていくのかっていうところが、

とても大事なんだろうな、と。だから、開き直るつもりは全くありませんが、やっぱり無意識のうちに、相手を

傷つけたり、自分も全くもってこんなことを言ってるんやということを、自覚をする。で、気づいたときには、

やっぱり変えていく努力をするとか、もしも相手に嫌な思いをさせたら、やっぱりごめんね、気がつかなか

ったわっていうような、言い合える関係をつくっていくことがとても大事なんだなっていうのは、この男女共

同参画だけじゃなくて、人権っていう考えたときには、とても大事なんだなというふうに思っています。 

自分もやっぱり自分の人生があって、お相手にもきちんとそういう人生があるんだよ。そこは、まずリス

ペクトしましょうよね。その中でより良いものを、みんなで考えていこうねっていうのが一番かなぁ、と。 

で、さっき市長からもご紹介があったように、ここは会長さんからもありましたけど、男女共同参画の話、

ものすごく早くから、いろんな女性の方たちの参加で、でき上がったという歴史的な経過があります。で、

その中では、男女共同の男と女っていうのは、いかがなものかというふうな議論もね、でも、残念ながら国

の法律がそうなんだから、これ止むを得ないよねという議論があったんだけど、ここでやっぱり求めていく

のは、それこそ体や心の性ということにとらわれるんじゃなくて、一人一人が本当に自分らしく輝いていけ

るまちになっていってくれたらいいよね、というのが基本だよね。で、そこで、みんなで自分たちの気づきを、
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声に出して言ったり、行動にすることで、お互いに刺激し合って、より良いものになっていったらいいよね、

っていうようなことだというふうに思ってるんですね。なので、先ほどパートナーシップの話がありました。

市でも二組の方がね、今、市のほうでは。私なんかも相談もらっている方なんかは、子育てのときにという

話があったので、やっぱりこのパートナーシップを今度はファミリーシップに変えていけるようなまちになっ

ていってくれたらなっていうのは、能動的に考えていきましょうというふうなことは、やっぱり市としては持

ってくださってる、というのがありがたいのかな。 

で、例えば、中学校の制服で、この４月からはね、女の子ももちろんスラックスを選べるようになってい

るというように、変わってきているっていうのが、大きな網をかけて、でも、小さなところで、自分たちができ

るところを、「せいのー」ではないけれど、ちょっとずつきちんと変えていこうね。それが、だから未来に繋が

っていくんだよ、というようなね、形の取組になっていってくれたらなというふうに私も思いますし、そこの

ところは今、市長がおっしゃった部分っていうのは、とても納得できる部分。あとはだから、どれだけそれこ

そ、市長がよく言われるスピード感を持って、それが具体的に現れていってくれたらいいなあ、と。で、私た

ちの、どちらかというと、思いというのは、なかなかスピード感なくて、なかなかしがらんでいることがあっ

たりとかっていうところがあるので、追いつけ追い越せではないけれど、自分たちも変わっていける。で、

周りの方も変わっていけるっていうことをみんなで確認し合うっていうんですかね。本当に２０年っていう

中では、もう全然変わってると思いますし、あと１０年経ったときは、もっと変わってる、本当に希望が持てる

部分なんだなあ、というふうに思いますので、知らせていくこと、そして回りを認めていくこと、で、気付き

あっていくこと、また、自分も変わっていけること、もうこの連続なのかなあというふうに思っていますので、

今の市長への、会長、副会長のお話聞いて、その通りやなと。もう確実に変わってきてるというのは実感し

ていますので、そこにさらにスピード感を、取り組みになってもらえたらなというふうに期待をしております。 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

委   員：  市長、ありがとうございます。僕、今、子育て世代真っ最中で、子どもが４人いる中で、中学給食になって、

すごいありがたいなぁと思ってまして、ただその反面、僕、娘の弁当を毎朝結構作ってまして、それをフェイ

スブックにあげてたんですけど、すごく反響が良くて、あのそれが消えるのが淋しいかなあと思いますけど。 

実は、僕もずっとそれを願ってたことで、何でかって、自分だけじゃなくて周りに女性、お１人で子育てさ

れてる方って、結構多いんですね、清和台に住んでるんですけども、その方たちのお話いろいろ聞いてる

と、本当に大変で、特にコロナになってから余計にですけれども、睡眠時間すごい短かったりとかあるので、

本当に中学給食っていうのは、いいことだし、進んでいってることだなって、すごい思います。 

で、前もちょっとお話しさせていただいたことなんですけど、例えば、今回、同性パートナーシップ制度

がすごく活躍されてるっていう、市長のお話をいただいたときに、「え、あ、そうなんや、僕は全然知らなか

ったな。」って、僕が全然無知なだけなのかもしれないんですけど、そのことを知ってる川西市民の方は、ど

れだけいるのかなっていうのが、ふと思って。なので、お話したのは、ここでお話しさせてもらったことの発

信がですね、市役所だけでなく、僕たちだけで、こういうことをやりましたよっていうのが、できて、どこまで

活用できるかっていうのがものすごく大事なことだと、個人的には思っておりまして、なので、今回の男女

共同参画に関しましても、素晴らしいプランでして、それを実行しようというのがね、伝える、実行する目的

っていうのが、市役所なのか、市なのか、県なんか国なのか、わからないんですけど、一番は、川西市民の

皆さんの住みやすいまちにするためのことなんだと、個人的には思ってますので。その、発信っていう意味

を考えたときに、例えば女性を、１人で育てられてる方の、川西市における制度ってかなりいいと思うんで

すよね、いろいろな制度があると思うんです、助成であったりとか、助成金とか、そういうのはあると思うん

ですけど、結構知らない方も多いし、活用されてない方もいらっしゃったりとか、します。同性パートナーシ

ップを、大々的に宣伝するのはどうかとわかんないですけど、いいのか悪いはわからないんですけども、

そういうところも、広報担当として、いろんな方に知らせて、言っていただいてくれたら、いただければうれ
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しいなと思いますし、前から何かサンプルをとったときに、何人ぐらいのって聞いたんですけど、２，０００人

か何かっていうので、サンプル数は少ないなと正直思って、川西市の市民調査、何の調査かちょっと忘れた

んですけど。それで、サンプルとれてるのかな、微妙だなっていうのが、ちょっと正直あったので、アンケー

ト調査やはりそういったものの数値を、この議論で、エビデンスとして使われる、使うということであれば、

もうちょっとこうサンプル数多いほうがいいと思いますし、あとは何回も言ってますけど、こういう川西市が

素晴らしい制度があって、以前からこういう活動してるっていうのはすばらしいので、それを市民の皆さん

にもっと知っていただくような、市役所さんの広報活動を、していただければ、うれしいです。一市民からの

要望ですけど。はい。以上になります。 

 

会   長:   はい、ありがとうございます。次々、参りましょう。どなたでも結構です。どうぞ。 

 

委   員：  すみません。私は、川西市民ではないんですけれども、今、●●委員さんからお話しあったように、中学

校、中学校給食すごいいいと思うんですね。やっぱり具体的なさっきのアクションプランとかで、管理職を

何人に増やすとか、数字だけを掲げても、なかなか動かないんじゃないかっていう、私自身は思っていて、

やっぱり女性が働きやすい環境を制度的に作っていくっていうことはすごい必要かなとは思うんです。管

理職が少ないっていうのも、やっぱり、今の現状の日本からすれば、どうしても子ども産んだら、一定期間

休まないと、やっぱり働き続けることができないっていうのが、やっぱりあると思うんですね。 

私の事務所でも、今、子育て世代の事務員もいるんです。私も子育て世代に当たるんですけど、そうな

ったときに、実際やっぱり周りの目が、保育所に待機児童なしに入れるっていうのは最低限のことで、入れ

たとしても、やっぱり時短とかで働かないとなかなか難しい、お迎えの時間に間に合わない、いざという時

にどうしようかっていうことで、やっぱり、短い勤務時間で働かざるを得ないという現状があります。そうい

った中で、一旦そういう形で、いわゆる男性よりも労働時間が減ってしまうってなると、なかなかその管理

職にというのも、年齢的にも遅れてしまうっていうのは、実際的にあるのかなというのは思っています。 

ですので、私がさっき、市長の話で、私も痛感してるのは、このコロナ禍で、シングルの女性はすごく辛

い思いをしている、また、男性もそういう育児に悩んでるというのは、コロナ禍でそういった声が入ってき

ていて、実際にやっぱり、このコロナ禍で保育園が、休校になった、休園になった、学校が休校になったって

いうときに、じゃぁ誰が見るのかっていうところで、預け先が無い、じゃあ自分が休まないといけない。それ

はまぁ、シングルだったら自分が休まざるを得ないので、そうしているとか、という話を聞きます。 

じゃあ実際それ、次がないよという声の人はどういったサポートがあるのかっていうと、おじいちゃん、

おばあちゃんなんですね。その、おじいちゃん、おばあちゃんがある人は、しんどいとは言うてない。ない人

は、一様にしんどいと言ってるので、私はやっぱり実際に見てて、その保育園っていうのは、最低限のイン

フラであって、もう一つ制度が必要なんではないかなっていうのは、自分自身も痛感していて、法的なシッ

ター制度っていうやつですよね。海外とかでは、自由に割と気軽にそのシッターさんに頼めるっていう環境

が整ってる国が、たくさんあると思うんですけど、日本は、もうひとステージ進まなければ、なかなかこのМ

字曲線の、最終的な解消はあり得えないと思いますし、女性の管理職をとか、増やそうっていう、数字だけ

掲げても、なかなか難しいのかなというふうに思います。 

だからまぁ、どういうふうにその制度を進めていけるのかって、なかなか難しいと思うんですけれども、

もう一つ、そういう突発的なところで利用しやすい、病児保育もそうですけれども、そういった保育の制度

が、やっぱりあればすごく変わるんじゃないかと、私自身は思っています。先ほどの市長のお話を聞いて思

ったことです。 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。続けていかがでしょうか。どうぞ。 

 

委   員:  私は娘が、こども園に行ってるんですけども、そこのクラスメイトで、アメリカ人とのハーフの子がいまし

て、その子のおうちは、保守的なキリスト教なんですけれども、そうなってくると、ちょっとＬＧＢＴっていうの
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は、その聖書とのかねあいか何かわかんないんですけど、認められないみたいなんですね。なので、彼女

自身も学校でＬＧＢＴで、男と男、女と女がくっつくとかそういうのを、教えられたら困るって言うんですね。

それを聞いた時に、私自身はＬＧＢＴは全然、深く考えてないっていうのは一番かもしれないですけど、あ

まりなにも、意見はなかったんですけど、彼女の意見を聞いたときに、「ああ、そういう意見もあるんだ」と

思ったら、果たして、正解って何かなと思うところがちょっと出てきました。 

 

会   長：  はい。ありがとうございます。私が、一回一回コメント入れると時間がなくなりますので、まずどうぞご意

見伺いたいと思います。 

 

委   員：  はい。自分は小学校で管理職をしておるんですけれども、やはり潜在的な、先ほど市長がおっしゃった

ようにそういうふうな刷り込みであるとか、そういう意識っていうのはやっぱり学校教育の責任であるのか

なぁということは、一番思いますし、意識を変えていくのは、やはり学校教育っていうことも、本当に大きな

ところではないのかなというふうに思っています。 

今日ここに来るにあたり、自分の学校の人権教育のほう、年間計画というものをですね、ちょっと見てき

たんですけれども、これは教育課程の中で、もちろんしないといけないことなんですけども、人権教育、福

祉の問題であったり、差別のことであったり、そういうふうな中にですね、必ずジェンダーフリーな教育で

あったりとか、性教育であったりとか、それからキャリア教育で、仕事のこととかですねそういうふうなもの、

道徳の授業であったり、普段の授業の中で、科目の授業の中で、入れていったりとか、そういう形でしてい

ます。ただ、ジェンダーフリー教育についてとか、そういうふうにあるんですけども、やっぱりいろんな学校

によって、何に力を入れているかっていうのは、割と異なっていて、昔、以前はその、本当に保護者向けの

人権参観に、それこそＬＧＢＴの教育をした、やっていますよっていうことを見せるためにっていうことで、

全学年、いろんな統一したテーマで、ＬＧＢＴについて、性、どうだろうっていうような授業をしたこともあり

ます。ただ、そうでない場合もあったり、また講座向けに講演会ということで、実際に弁護士に、女性、男性

ではあるけれども、女性になられた仲岡しゅん先生にですね、講義をしていただいたこともあります。 

というように、各校ですね、いろいろと工夫はしているんですけれども、そういうときに、どういう講師の

方がいいかなとか、っていうのは本当に職員であったりとか、管理職であったり、そういう意見で、さっとさ

っと進めていくっていうことが多いので、もしよろしければそういうふうな出前授業であったりとか、そうい

う講師の斡旋とかですね、そういう人権教育、男女共生に関わるそういうふうな人権の出前授業などで、ま

た市のほうで参考になるようなものがあれば、教えていただけたら、ありがたいです。 

 

会   長：  ありがとうございます。他に、はい、どうぞ。 

 

委   員：  先ほどですね、市長から、今回の施策はですね、非常に他市に比べて非常に素晴らしい、斬新的な施策

を打ち出したいと、おっしゃられたことにつきまして、非常に頼もしいお言葉をいただいたと思っております。 

私は、川西市に住む一市民としてお願いをちょっとさしていただきたいんですが、まぁ私は今回、この川

西市男女共同参画審議会の委員で、まあどっちかといえば目的とかなんか、ジェンダーギャップがどうこう

というのが目標になるかと思うんですが、市長にはですね、それを通して、さらにもう一歩、例えば川西市

の活性化っていうかね、そこに向けた施策に繋がっているところでね、決断いただきたいなと思ってます。

例えばですね、私が今住んでるところでいったら、人口減ってきてますよね。そのために路線バスとか、ど

んどん減らされていってるわけです。非常に住みにくい川西市になってきているわけです。で、こういうと

ころはですね、やっぱり少しでも、ただ一例はそれだったんですけども、要するにアップするためには、例

えば、子育て世帯をもっと優遇するんだったら、例えば川西市の施設の近くに、要するに朝の７時から夜の

８時まで、要するに保育やってくれるような保育所をいっぱい作って、要するに子育て世帯をもっと川西市

に呼んで、人口を増やすとか、生産年齢人口でもいいですが、そこら辺がもっと増えて、税金も増えていろ

いろ整備できるようにですね、そこに繋がるという意味で、要するに今回この施策というのはですね、非常
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にそういうケチケチした要するに予算じゃなくて、どんどん上げた予算でですね、やっぱりやっていって欲

しいなというのは、やっぱり私、一市民としてのお願いです。以上です。 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。一応、一巡しましたでしょうか。もういろんなご意見いただいております。

きっと市長もいろいろメモしてくださってるんだと思います。はい。私も今の委員のご意見といいますか、

非常に私自身は専門、会長の席に座っていますけれども、男女共同参画とか昨今いろんなジェンダーの問

題とか、むしろ●先生がご専門で、私は今、●●委員がおっしゃったように、男女の問題、それとか子育て

世帯の問題っていうのは、ミクロの問題でですね、もっとその川西市全体の成長発展の中で、子育て世帯、

男女共同をどうとらえるかというような専門といいますか、産業経済の発展といいますか、地域の活性化の

ほうなんですね。 

ですので、今の本当、●●委員のおっしゃってることっていうのはすごく大事でですね、もちろんミクロ

の男女共同参画をやっていくことは必要なんですけども、その前にですね、やっぱり前座として市長はいろ

んなことを課題抱えていらっしゃるという、それに私も先ほど一番最初のメッセージを申しました。ですの

で、この問題性に当たり、子育て世帯が住みやすいまちづくり、まちづくりの指針がいるというふうに、ずっ

とこう突き詰めていかなければいけない問題を市長はお抱えになってらっしゃると思うんですね。 

そういう意味で、市長が広報のほうでですね、ベッドタウンと言われていた川西を今後職住近接のまち

だというふうに掲げていらっしゃって、その中に、この今回の子育ての、今、●●委員がおっしゃった、非常

に人口が減ってきているといった、また悪循環になりますので、子育て世帯、そしてシングルマザー、いろ

んなですね、ＬＧＢＴQ の問題とかいろいろ抱えてますが、誰もが住みやすいまちというのは、やっぱり根

本問題だと思っております。 

で、そういった中で、じゃぁ、どんな問題があるのかと言ったら、実は今回ここで、非常に、考えていかな

ければならない男女共同参画の問題の中で、皆さんおっしゃってた、その無意識の思い込み、刷り込みで、

こういういわゆるアンコンシャスバイアスという、言葉で言われながらも、実は国のほうも、アンコンシャス

バイアス、無意識の思い込みっていうのを、計画に掲げてこなかった、内閣府の第５次で、ようやく現行か

な、この辺の解決とかですね。性役割分担、性別の役割分担というものも、無意識の差別という部分も、も

っと解消しようっていうことを言ってます。で、そういった意味でも、川西市は、どーんと、その辺をもっとも

っと出していく。この無意識の刷り込みっていう部分は、●●委員がおっしゃった、やっぱり学校教育って

いう部分でもですね、非常に大事になって、前回でも●●委員に、ちょっとお尋ねしたことがあったんです

が、要するに学校もですね、教育のその濃淡、結局、校長先生はじめとして、非常に熱心な方と、そうでない

と言ったらちょっと語弊がございますけれども、濃淡があって、すごく講演とかね、活動を積極的にしてる小

学校Ａと、あまりしていないＢとでは、やはり、そこで教育の格差も出てくる、意識の格差が出てくるという

部分で、その辺、●●委員のおっしゃった、キリスト教のそういう部分で、どういう教育をしていけばいいか、

そういう問題も関わってくる考え方もあると思いますし、非常に大きな問題の中で、そのプランをどうして

いくか、お話をしていきたいし、皆さんのご専門、それから、今置かれているいろんなお立場だとかですね、

職業というものをミックスしたプランを、ぜひつくっていきたいな、というふう思った次第でございます。 

先生いかがでしょうか。ちょっと一巡して。 

 

副 会 長:  ありがとうございました。本当にいろいろまだ意見が分かれるところもあるんだろうなと思ってまして、

例えばキリスト教の中でも、同性パートナーで結婚式を挙げてる派もあれば、本当にいろいろな考え方が、

まだまだ世界中で議論が起こっている分野だとは思うんですけど、でも大事なことはやっぱり人権に基づ

いて、全ての施策を進めていくこと、誰もが住みやすい、まちをつくっていくことなんじゃないかなという、

その基本は忘れてはいけないんだろうなというふうに思いながらお話を伺っていた次第です。あと、本当

に今、すごい勢いで変わっているなというのを、私ちょっとここ、何回か審議会担当させていただいてるん

ですけれども、川西市のＭ字型曲線急激に、ここ数年で上がってましたし、保育つくってもつくっても、数字

が追い付かない状況がずっとあったと思うんですけれども、そういうふうに本当に社会が変動している状
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況だと思いますので、より細かな人数を聞き出す、通路をつくっていただきたい、経路というんですか、ま

ちで生きていく中でですね、本当はこういうことがあったら、私はやりたいようにやれるのにって思ってら

っしゃる方々の、ニーズを救えるようなシステムを作っていただけたらなというふうに思いながらお話を伺

っておりました。以上です。 

 

会   長：  はい。さらにもう少しお時間、まだ市長、よろしいでしょうか。 

 

市   長：  はい、大丈夫だと思います。 

 

会   長：  そうしましたら、引き続きどうぞ。はい、どうぞ。 

 

委   員：  さっき●●委員がおっしゃったように、私、正しいものってきっとないんだろうなと思うんです。今、先ほ

ど出た宗教の絡みでっていう話がありましたけど、例えば、日本に住んでから一夫一婦制や、みたいな感じ

になってるけど、そうじゃないおうちもある。私たちは、お父さんとお母さんがおったら子どもがおって、み

たいな、何かやっぱり自分の周りと自分の価値感のところにいるんだけれども、例えば、いろんな多国籍の

子どもたちがたくさん通ってる保育所なんかだったら、もう言葉も違うし、もう価値感も違うし、っていうよ

うな部分でいくと、子どもたちはとっても順応して、それらを認め合えていく、こうするんじゃなくて、みんな

受け止めていけるっていうところが、本来なんだろうなというふうに思うんですね。これは感覚的なことだ

けじゃなくって、例えば障がいを持ってる子どもさんへの対応とかっていうのもそうやと思うんです。何か

障がいを持ってたら、何かかわいそう、っていうことが何かあって、何かしてあげなくっちゃみたいなことば

っかりを教えてた時代があった。でも違うよねって、障がいを持っているから、これができないこともある

けど、これはできるよね。いや、それは私も一緒だよね、みたいな部分なんだろうな。だから、私なんかも、

もっともっといろんな人たちと出会って、いろんな人たちと、交わることで、もっと変わっていけるん違うか

なっていうふうに思うんですよね。 

だから、まだまだやっぱり川西で、外国からこちらに来られてる方は、まだ少ないけれども、これからも

っともっと増えていくでしょうし、もっともっとそれこそだから私たちも、よそへ出ていくことが増えていく。

そこで、もっといいものが出来ていっていくんだろうなというふうに思っています。 

実際、これはちょっと保育所の絡みの話があったんですけど、ここが、また新たな課題やなと思ってるの

が、私は無認可から認可の運動にずっと携わってきたんですけども、やっぱり無認可の間は、結構保護者

のニーズに応じて、保育時間であるとか、いろんなことが、融通がきいたんですよね、例えば少しぐらい熱

が出ても、「いいよ、お母ちゃん」って、「行っといで」と言えた。ほんで「今日ごめんなさい、急に帰れなくな

った」から、「わかった、３０分ぐらいかまへんよ」っていうようなことができたんだけど、それが認可になって

しまうと、ものすごく機械的になってしまった。 

今までやったら川西市内でも、お泊りもＯＫなところもあったんですよね。そしたら、それが結局認可に

なることで、できなくなっていく。で、川西市は、病児保育、病後児保育もしてもらってるけれども、だから、

制度としてうーんとよくなっている部分と、制度が出来たから窮屈になった部分、どちらもある。だから改め

て、先ほどのベビーシッターさんの話も出てくると思うんですね。だから、こうなったらいいなと思っていく

部分と、こうなったらここはあかんかったよね、じゃ、このあかんかったものをまた変えていこうやっていう、

このキャッチボールが、この川西のまちで言えたら、いやもうこれはもう仕方がないのよって言うんじゃなく

て、本当にこういう課題があるから、これを次の課題にしたいよねっていうと、もっと子育ては楽になるし、

もっと住み良い、もう一つ大事な、その地域との関係みたいなね、制度があるから地域の関係じゃなくて、

地域の関係もあるから、この制度にも乗っかっていけるよねっていう、昔の子育ての良さみたいなものも、

きっとあるだろうから、それは、そういうことを経験した私ら年代の人たち、で、さっきね、お父ちゃんが自分

の娘のお弁当を作ってっていうことで、本当に素敵な子育てパパちゃんの話なんか聞くと、「おお、やっぱり

すごく進んでるねんな」っという部分が、よりよいものが融合していけたら、きっと素敵なことになるやろう
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なって。そこは、本当に、さっき●●委員がおっしゃったみたいに、できるだけ小さい間から、いろんな人た

ちに触れて、いろんなことを見聞きしていく。で、それを認め合えていくっていう環境が、すごい大事なんだ

ろうな、と。で、子どもたちって、全身全霊でそれを、理屈じゃなくって、受けていってくれるので、できるだ

けそういう関係が早くからあれば、すごく子どもたちは育っていくんだろうな。で、そこに、もちろんいろん

な知識があったりとかっていうのがついていくのかなというふうに思わさせていただきましたので、きっと

本当に、やっぱり一人一人が認められて、一人一人が自分らしくていいよっていえるような、まちになって

いくために、まだまだ何が足りないんだろう。それが具体的な施策になっていってくれたら。で、それが解

決していける方法、で、また、それをまたやったら、また次が出てくる。そんなことの繰り返しを、ずっとこう

繰り返していくことがとても大事なんだろうなっていうのを、すごく感じました。 

 

会   長：  はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

委   員：  何か話を聞いてると、その男女共同参画は、私は人権的な問題からきたのかなと思ったら、それもある

けれども社会的な、女の人も働いてもっとこう生産性上げて欲しいみたいな感じのところからもきてるのか

なあと思って。いま聞いたら、人権の方は、何かマクロっぽくって、社会的な生産性とか、経済的なことは大

きいみたいな、二つ、ちょっと分かれているのかなというふうに聞いてたんですけれども。女の人も、男で

も女でも、今主婦（夫）で家におるのが、皆外に働き出してしまったら、今度、地域って何だろうという感じに

なっていかないのかなとか、思いまして、あと防災の何か講義を受けたときも、結局、奥さんもご主人、旦那

さんも働きに行ってて、家にいるのは老人しかいない。そのときに震災が起こったら、誰が誰を助けるねん

みたいな感じで、じゃ地域とは何かってなったときに、果たして共働きっていうのは、そんな手放しでいい

ことなんだろうかなというふうにも、ちょっと思います。 

 

委   員：  すいません。何かもう、ただ、こう何ていうんでしょう、善し悪しはともあれ、働かざるを得ない状況もあ

るかなって思うんですよね。あるいは働きたいっていう、単に思って働いてる人もいらっしゃると思うんで

すよ。そういう社会の中で、防災はどうやってやっていったらいいのかなっていうふうに、今私たちは考え

るところに来てるのかなと私は思ってまして、例えばその高齢者の方でも、そう、ご家族と住んでる方だけ

じゃなくて、シングルで、最初から暮らしてらっしゃる人も多くいらっしゃいますよね。そういうところで、ど

ういうふうにその人たちを、何とか災害に巻き込まないでいくのかっていう、災害の時にじゃぁどうやって

その人たちを一緒にこう、救っていくようなシステムを作るのかっていうのは多分、今、どこの地方でも考え

てらっしゃって、まちぐるみで、それを取り組んでらっしゃると思うんで、ちょっと私はちょっとこちらのまち、

川西については、今具体的に何が進んでるのかちょっと存じ上げないんですけれども、それを家族に全部

押し付けるのではなくて、それこそがまさに、例えば市役所とかがやっていかなければいけない課題なの

ではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

委   員：  それもそれで、別に全員が出て行ってはいけないってわけではなくって、その、選べたらいいですよね。

私は働きたいから、働いてる。 

むしろ男の人も同じことですね。男の人もいたい。奥さんか誰かが働いていらっしゃるかわからないで

すけど、働きたい人が働けるっていうのを、つくろうとしてるっていうのが、今の話し合いなのかなっていう

気は、それはしますけれども。 

 

委   員：  多分、男女共同参画って言ったときに、どうしても何て言うか、仕事のほうに女の人が出ていくイメージ

ばっかりがあると思うんですけど、というより、みんなが地域生活も、家庭生活も個人の生活も、みんなが

いろいろ享受できる社会っていうのが、多分男女共同参画社会の基本の理念だと思うんですよ。地域社会

をみんなやろうよっていうことだと思うんですよね。そのためには、今、労働時間が長過ぎることも、一つの

大きな問題だと思うんです。 
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なので、私、庁舎、市役所のことに関してなんですけど、ジェンダーギャップ指数が解消できてない理由

は何なのかっていうことを、もっと市長に洗っていただきたいなと思ってまして。それはもしかして、最初に

入職する女性の数が少ないのか、女性たちが途中で離職していくのか、あるいは昇進しないシステムにな

っているのかとか、したくないと思っているかとか、理由はいろいろあり得ると思うんですけれども。そこら

辺にもう少しちょっと踏み込んで、現状をまずは分析していただけたらなというふうには思っている次第で

す。なので、ちょっと全ての生活がうまくみんなで関われる社会をつくることが大事なのではないかってい

うふうに個人的には考えてます。 

 

会   長:  いかがでしょうか。 

 

委   員：  質問は、させてもらってもいいんですか。 

 

会   長：  どうぞ。 

 

委   員：  さきほどその、●●委員からお話があった、出前授業の話があったと思うんですけど、具体的な施策の

中でも、結構啓発活動って言われてるんですけども、実際講師って、どんなふうに選ばれているんですか。

学校に委ねられているような感じなんですか。 

 

委   員：  全ての市のことを把握してるわけではないんですけれども。 

 

委   員：  仲岡先生に来てもらったって話があったと思うんですけど、それはどんなふうにして選ばれてるんです

か。 

 

委   員:  連絡先、これは私が頼んだんですけども、川西市でまず何か講習をされていて、それを見て、チラシを見

て、市に電話して、その方の連絡先教えてくださいっていう形でしました。 

 

委   員:  そういうシステムみたいなものは、つくれればいいなというのは、何か聞いてて思って。なんかその、私

が所属している大阪弁護士会では、公出張委員会っていうのがあって、弁護士がいろんな、呼ばれたら、

その市の学校に行って教えるっていうのはあるんですね、デートＤＶについてとか、ＬＧＢＴについてとかそ

うなんですけど、兵庫弁護士会っていうのは、そういうのはされてないのかなってちょっと思ったりして。そ

ういうのは、もしあれば、なんかそういうところにアクセスができるのになって、ちょっと今度は、兵庫弁護

士会に所属している弁護士がいたら聞いてみようと思うんですけど。それもそうですし、あともう一つは、

前回ちょっと、●●委員からお話があった、産婦人科医の先生と連携みたいなことが、前回あったと思うん

ですけど、それも何かその出張授業とか使えるのかなと。実際、その大阪の産婦人科医の先生で、割と中

高とかに、出張授業行かれてるっていう先生がいらっしゃって、今度、弁護士の方とタッグを組んで、中高

に出張授業に行けないかなみたいな話をしてて、性教育っていう部分も、この男女共同参画の部分のとこ

ろと関連してるところがすごくあると思うんですよね。性教育の中で、ＬＧＢＴの話に触れることももちろん

ありますし、男の子が被害に遭うケースだってあるので、それはそういう中で、そのＬＧＢＴに触れるという

こともあるので、その産婦人科医の先生に、こう、パイプが繋がって、そういう学校とかに行ってもらうよう

なルートができれば何かいいのかなっていうふうにちょっと聞いてて、思いました。 

 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。本当、講師陣はたくさんいらっしゃるのに、結局、活用、こちらの事務局が

できていない部分もあるかと思いますし、そういった貴重なご提案だと思います。他、いかがでしょうか。ど

うぞ。 
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委   員:  ちょっと外れるかもしれないんですけど、人口を増やすってなったら、みんな子育て世帯を呼ぼう呼ぼう

っていうような声がよく聞こえる気がするんですけど、人口的に見たら、老人めっちゃ多いのに、老人を呼

ぼう呼ぼうっていうのは、何かあまり聞こえない気がして、老人でも何でもいっぱい人来てくれたらそれな

りに消費が生まれていいんじゃないかなと思うんで。ほかの市が、子育て世帯欲しがるんだったら、川西は

老人呼んだらいいんじゃないかなとちょっと思ってました。 

 

会   長：  皆さん、特に、市長直々に聞いていただく場でございますので、これだけは、ご意見とかご提案がありま

したら、是非。そろそろ時間かとも思いますんで。我々委員としましては、皆さん今日は、市長もご参加いた

だきましたけど、今いろいろ出たご意見をですね、より深めていく、今後の審議会になっていくと思うんで

すけども。 

 

委   員：  せっかく市長が来ていただいてるので、さっきね、人権だとかいろんな話がありましたけど、私やっぱり

市の施策を進めていく上では、この人権っていう観点ものすごい大事だというふうに思ってるんです。な

ので、どこの部のどこの課のということだけではなくって、やっぱりオール川西市役所が、何かの施策をす

るときは、やっぱこういう人権の観点を持ったところで、この制度、これだけでいいんだろうか。これでスタ

ートするけど、いや、この分足らんよとか、ここもっと強化したいよねみたいな話が、もっとそれぞれのとこ

ろで、あったらなというふうに思うのと。 

実はそのエッセンスが結構現場に、私は保育所にいましたので保育所とか、例えば学校とかっていう、

ほんとに現場にたくさんある。先ほど、●●委員からお話があったように、川西病院の助産師さん達がもの

すごく丁寧に性教育の人権講座をしてくださった。で、そこの人権講座を受けた子たちがまた、ほんとに自

分の悩みの相談に行けるって、これが一番大事なんだろうなって。 

だからそういうふうに、知る側、そしてまたそれをまた利用する側でそれがみんなの、助けを求める側

にもなっていくというのが大事かな。先ほど防災の話があって、うちの北陵地域っていうのは川西の一番

北側なんですけど、まだまだそんなに進んでないんですが、ご多分に漏れず、ニュータウンですから、その

ままガーッと年齢が上がっていっていて、ちょっとやっぱ高齢者がふえてきている。ので、おうちで、それこ

そ独居で住んでおられる方たちもおいでやねんけど、地域には、先ほどおっしゃったみたいに、やっぱり家

族もがんばる、でも地域もがんばるっていうときに、うちの地域は例えば特別養護老人ホームと、大きな認

定子ども園があるんですね。じゃ、もしもこの時間に何かあったときにどんな支援ができるんだろう、また

それが夜中やったらどうなんだろう、認定子ども園は子どもいないけど、高齢者の施設は、もっと希薄な職

員で守ってくれてるよねっていうような、何かやっぱりその地域独特の、そのまた時間ごとに、いろんな助

けが要るよねみたいな話が今地域でされてるんですね。 

まだ具体にはなってません。でも、そういう投げかけをして、いやほんまやねって、自分らの町自分らで

守ろうと思ったら、自分の家族守ろうと思ったら、隣のあの子守ろうと思ったらっていう、そういう平たい話

が地域でできて、ほんまや、これ前へ動かそうやっていう地域、もちろんそれだけではできないので、市の

制度や県や国の制度も乗っかって、またその制度も変えていくというキャッチボールができていけたらい

いのかな。 

だから何かみんなが自分が気づいたことが言える場、これはこうよねとかみたいな話がね、あったらい

いなという部分と、私この男女共同参画のときにやっぱり、ここでも、女性活躍のっていうのがどんどん見

えてくるのは、まさにまだまだジェンダーギャップがものすごく多くて、例えば保育所、介護の施設、障害者

の施設なんていうのは女性労働が多いところが何で全労働者の産業の中で、毎月 10 万円も給料安いね

ん。まさにそこなんですよね。だからそこは、しっかりと変えていかなければならないところみたいなことが

また気づけたらいいなというふうに思っていますので、ぜひ本当に市長にもそのあたりの部分をね、お願

いをして、これはあの課の話ではなくて、やっぱりオール川西が、まっすぐ人権を貫いてる町なんだよって

いうふうになっていっていただけることを、さらに期待をしたい。 
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会   長：  はい、ありがとうございました。では、お時間だと思います。皆さん、貴重なご意見をいただきましてあり

がとうございました。このご意見、プランにも反映して参りたいと思いますし、市長もぜひいろいろと今後の

川西のためにご活躍をいただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

市   長：  ちょっとだけいいですか。答えないといけないことが何点かあったかなと思います。  

非常にすごくすてきなご指摘いただいたのかなと思いまして、まさに人権問題スタートなのか、まちづく

りスタートなのかって１００かゼロかではないんですけど、私今回、第６次総合計画、市全体の計画も今同時

進行しています。そのまちづくりの方針として、まず価値観を伝えようということで今総合計画の審議会で

は価値観のほうを、議論をしています。 

どんな価値観なのかというと、まず１点目はまず子どもを幸せにしようっていうこと。 

2つ目が、やはり困ったときに寄り添える、こういったことを大切にしていこうと。 

3つ目が多様性を大切にしていこうと。 

4つ目が幸せと言ったときに、お金持ちになってとかということではなくて、日々の日常生活の幸せを大

切にしていこうと。 

ただ一方で、やはり中長期的な持続可能性っていうのをしっかりと守っていこうと。 

６つ目が、何かやっといてではなくて、一人一人がプレーヤーになっていこうという、こういったのがま

ちづくりの価値感として、具体的な計画に進めていきたいなというのを、少し大きく総合計画のほうでは掲

げています。そういった意味でこの男女共同参画の問題は、●●委員からもありましたように、当然、これ

が進む、幸せになることによって社会からもっと選ばれて、みんなから来ていただくということが重要なん

ですが、一方で、そこを成果にしてしまうと、人口が増えなければ、男女共同参画を進めることの成果にな

らないと、だったら意味がないのかというと、仮に人口が減ったとしても、一人ひとりの人権が尊重されて

いるまちというのが幸せになることですから、目的としてやはり市民を幸せにする、市民が幸せになるとい

うことで、行きたいなというふうには思っています。 

もちろん結果的に、川西が選ばれて、たくさんの方が来ていただくとか。子どもを産みたい、育てたいと

言われる方が、その希望に応じて産み育てることができる、これは社会として目指していきたいなと思って

おりますので、イメージとしてはどっちが先かというアプローチになったときに、そういう発言なんで若干６

対４とか、７対３とかね、人権スタートのほうが私の中では大きいのかなというイメージで、ゼロか 100かと

いう話ではないのかもしれませんけどそんなことを感じました。 

あと市役所の問題、これは根が深いというか、私が市長就任したときは副部長がお１人でした。今、５人

まで増えたんでしょうかね。という状況になっています。課長級も増えてきたんですが、ただこれから先を

見たときに、今、入庁者は女性男性、女性も場合によったらやや多いとかですね、成績上位者は意外とこの

数年は、最初の総代になる職員は女性ですから、上位に女性が占めるということですので、男女だから、能

力がということではないと思っていますが、やはりこれは働き方だと思っています。 

９時５時で、仕事が終わるという形ではなく、場合によったらもう７時８時９時まで働いてこれが、課長職

としての職員としての１人前の仕事量という、そういった仕事ぶりをしているとですね、これはもう、男女共

同参画の観点からも、女性の働き方からしても、子育て世代の男性の働き方としてもよくないと。 

ただ一方で、少し希望があるのは、最近男性も育児休業を取る職員というのは、非常に増えてきました。

これは私たちにとってはとても、傾向としてはいい傾向だと思っていますので、男性も女性も幸せなお子さ

ん産み育てるというところに、両立できるような状況をつくっていかないと、●●委員がおっしゃっていた

だいた通り、数だけ増やすんであればですね、どこかから引っ張って、はい部長、はい課長とすればいい

んですけど、それでは社会の大きな変革には繋がりませんし、意思決定に男性も女性も、参画当然のよう

にしているということを作るためには、少しそこは息の長い本当に地道な働き方の見直しが、我々自身に問

われているなと。と、偉そうに言いますがなかなか前に進まず、苦労をしておりますので、ぜひこんな働き

方あるんじゃないかとか、こういう自治体あるんじゃないかとかということも、ぜひプランの中でいろいろ
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ご協議いただきたいということを、少しいただいた中で、少し強調させていただいて、これからも忌憚のな

いご意見をいただいて、野心的なプランになるように、ぜひご協力をいただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 では、ここで失礼いたします。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

＜協議事項＞ 

○議題１ 川西市男女共同参画に関する市民意識調査票（案）について 

 

会   長：  はい、委員の皆様、活発ないろいろなご意見等いただきましてありがとうございました。市長もしっかり

と受け止めて持ち帰っていただけたと思います。 

そうしましたら、我々のほうで、次第に従って、引き続きやって参ります。お手元にございます、今日、協

議事項といたしまして前回の続きではございますが、川西市男女共同参画に関する市民意識調査票です

ね、こちらを事務局のほうにですね、皆さんのご意見等に基づきまして、Ａ３のかなり大きい縦長のもので

ございます。 

それと、意識調査の案ということで、これが最終、今回、調整をしましてですね、そしてアンケートとして

今後配られる、開始されるということになります。 

こちらにつきまして、皆様にですね。見ていただいてご意見をいただきたいということなんですけど、ま

ず最初に、こちらの資料１、資料２につきましてですね、事務局で説明をいただきます。事務局、よろしくお

願いいたします。 

 

事 務 局：  資料に基づき、川西市男女共同参画に関する市民意識調査票（案）について説明 

 

会   長：  はい、事務局ご説明ありがとうございました。そうしましたら、ご説明、資料１、２に基づきまして、皆さん

さらにご意見とですね、ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

委   員：  すいません、改めて、意識調査の紙の形になったらものを拝見して、結構ちょっとたくさんコメントしたい

ことがあるんですけれども、申し訳ないです。 

まず、意識調査の２ページ目なんですけれども、先ほどちょっとコメントでもありました問 1 ですね、一

番最後に「全てに当てはまらない」という９番目の項目を作っていただいてはいかがでしょうか。それがな

いと、無回答として飛ばしたのか、どれも平等じゃないと思っているのかがわからないので、９を作ってい

ただければというふうに思いました。 

次々言ってよろしいでしょうか。次はですね、問４なんですけれども、今回パートナーの定義を入れてい

ただいたんですけど、普通、パートナーって夫や妻もパートナーっていうことはあるような気がして。今回

のちょっと定義は何かちょっと不思議な感じ、何か特別な感じがしてしまうなっていうふうに、個人的には思

ったんですね。ただ今後この調査票全体でパートナーも含みますっていう言い方をされているんですけど。

どうしたものかと思って。何か、社会学とかだと、非婚パートナーとかいう言い方しますけど一般的じゃなさ

過ぎますし、何か、ちょっと違和感がありました。 

それで、④番の改めてそういう形で見たときに、④番にちょっとだけ疑問があるのは、入籍っていう言葉

って、もう古いとして使わないという主張の方も結構いると思うんですよね。新戸籍を作るんであって、嫁

に入ったり、どこかの籍に入ったりするわけじゃないから、入籍という言葉は使わないのが妥当ではないか

という議論される方もいらっしゃるんですけれども、何かここでおっしゃりたいのは、法律婚をしないで暮

らすのもありだっていうことがおっしゃりたいのかなというふうには思ったんですけれども。でも、何かパ

ートナーを定義しないとこの後、書きづらいのかなと思ったり、ちょっとこの辺は後で皆さんでご相談できれ

ばなというふうにちょっと思いながら拝見しました。 

それから続いてなんですけどちょっと大きな話になっちゃうんですが、問 5 です。これはこの項目が必
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要、この項目の継続性が重要かどうかっていうことも関わっているんですけれども。本当に問 5 の問い方

って、夫婦がいる家族っていうものに基づいて、項目がつくられていて、例えばシングルで暮らすご老人の

方の場合は、自分の亡くなった親のことを考えるのだろうかみたいな感じで、とても何か答えづらい感じが、

多様な家族に開かれてない問いになっているなというふうに個人的には思いました。この項目が必要なら

ばもうこれでいくしかないとは思うんですけれども、未婚の方は親の場合で考えてくださいっていうのを、

何か逆に入れることでわけわからない気に、個人的にはするんですよね。 

あと、なので何か、もし可能なら、主として男性とか主として女性みたいな家族の中での男女の役割分

担みたいな感じで、何か例えば男兄弟、男の子と女の子でも、もしかしたら仕事、家事分担が違ってたりす

るかもしれないので、そういうことも含めて何か、家族の中での家事分担みたいな感じで男女、主として男

性、主として女性、男女同程度みたいな、その他のところは、ひとり暮らしとかみたいな、あるいは性別みた

いな形に変えると、だいぶ答えられるものにはなるのかなとか。家族が当てはまらないとか何かかなという

ふうにちょっと思った次第です。すいません。これは前に気づくべきだったと思いました。 

次なんですけど、５ページのほうですね、５ページの問９の②のほうを見ていただきたいんですけれど

も、ここまで３つのこの時間を聞く新しい調査項目が入ってるんですけど、家事は誰もがやるもので育児は

対象がいないっていう項目がいいと思ったんですけど、問 9 の②は、介護をしている方にお尋ねしますっ

ていう項目になってますので、9番の対象がいないという項目はなくてもいいのではないかと思いました。 

それから続いて問19のセクシュアルハラスメントの説明の項目のきんたくんのコメントなんですけれど

も、きんたくんがセクシュアルハラスメントってって書いてあるんですけれども、その言葉の中に女性に結

婚や出産のことをしつこく聞くことって書いてあるんですけど、セクシュアルハラスメントは男女とも被害者

になり得ますので、改めて女性ってつけなくていいのではないかと思いました。 

あとそれからもう一つなんですが、ここでドメスティックバイオレンスの項目が出てきているんですが、

ドメスティックバイオレンスの説明のきんたくんがかなり後なんですよね。なので、もし可能なら、この問 19

の位置を変化させるか、きんたくんの場所を移動するか何かしないと、先に項目の中にドメスティックバイ

オレンスが出てきてしまっていると。ドメスティックバイオレンスの項目の説明、９ページのほう、現在、ある

感じになっていますので、これの後、だから、できれば問 19 の質問はセクハラとＤＶの項目が全部終わっ

た後で、問19を持ってきてもいいんじゃないかなと思います。 

すいません、長々と申し訳ないです。それで、あとすいません、問２０なんですけれども、問20のところ

で、これ当てはまるものを一つに丸だったんですけれども、2番ですね、友人や職場の仲間だと自分のまわ

りに被害に遭った人がいる。３番目に、具体的に相談を受けたことがあるっていうのは、２と３が両立可能だ

と思うんですよ。なので、2 か 3 のどちらかを消さないと丸をどっちにつけていいかちょっとわからない項

目になっているので、ご検討いただきたいと思いました。 

あとちょっと、めちゃ細かいところなんですけど、問３４の質問文なんですけれども、多分ここの中の障

がい、あ、質問文が、あなたは、政治・経済・地域などの各分野で女性のリーダーを増やすときに障がいとな

るものは何だと思いますかということなんですけど、おそらく、多分川西市の言葉の決まりで、障害者の時

の害はひらくと思うんですけど、この場合の障害って、ひらかなくてもいいのではと、漢字のままでがいい

のではないかとちょっと思いました。はい。以上です、すいません長々と。 

 

会   長：  細かいご指摘ありがとうございます。事務局、それに対して、検討ということでしょうか。何かご回答ござ

いましたら。 

 

事 務 局：  詳細にありがとうございました。反映させていただきたいと思っております。 

 

委   員：  問4の上のきんたくんの説明、パートナーの説明なんですけど、事実婚じゃなくても、法律婚でもパート

ナーって使う場合があると思うんですよね。いかがですかね。 
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事 務 局： 結婚、法律婚せずにとか。 

 

会   長：  そうしますと、このきんたくんの吹き出しの部分をちょっと変えるということですか。 

 

委   員：  きんたくんの説明は必要ですか。 

 

事 務 局： パートナーっていうのはちょっと誤解を招くんではないかという話ですので、検討します。 

 

委   員：  お願いいたします。 

 

会   長：  いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

委   員：  すごい細かいんですけど、インターネットによる回答で、大体時間まで入るものなのかなという気がして。

11月〇日、23時59分までにみたいな感じで時間を入れたほうがいいかなと思いました。 

あともう一つ、個人的にちょっと引っかかったなというのが、問 4 の１番目の、人間の幸福は結婚にある

のだから結婚したほうが良い。ここは何んで幸福とかいう言葉を入れるのかなとちょっと思いまして、別に

人間の幸福はとかじゃなくて、理由は別に私の場合、幸福を求めたっというよりも周りがするもんやからそ

んなもんなんやろなって感じで、結婚したよなとか思ったら、1 番じゃないぞというふうにちょっと思いまし

た。 

 

委   員：  いいですか。社会学の研究をしている者なので、これ、ダブルバリューって答えにくいタイプの質問にな

ってて、問題文に二つの文章が入ってしまっているんですよね。だから、こっちは理解できるけど、こっちは

賛同出来ないという、二つの事が入っちゃってるので、本当はあまりよくない質問文かなとは思うんですけ

れども。 

だから人は誰でも結婚したほうが良いっていう文章の質問項目だと多分、内閣府とかでは一般的なの

ではないかと思うんですけど、過去が、でもこの項目だったんですよね。だから比較をするとしたらそのま

まにするし、必要が、前との変化を見たいなら、そのままのほうがいいと思うんですけど、できれば本当は

避けたほうがいい聞き方だとは思います。 

 

会   長：  はい、どうぞ。 

 

委   員：  私も今委員おっしゃったように、結婚したほうがいいのが悪いのか、っていうぐらいの単純な聞き方の

ほうがいいだろうな。その下の離婚の部分も、相手に満足できない時は離婚すればよい、これもまた変な

書き方で、だからもう必要があったら離婚したらええやんっていうぐらいの単純なことのほうがいいなとい

うふうに思ってたんですが、今おっしゃったように、前回の比較を、重き置くのかどうか、というところなの

かなって。先ほどの入籍せずパートナーと暮らすのがいいっていうのも、本当に今、結婚してもしなくても、

相手の方、パートナーと言う方もすごく若い方たちもふえてると思うんです。 

だからものすごくパートナーという言葉が広範囲に使われているので、何かこの部分は、何かきっと、

前の平成28年からやっぱり年月がたつと、随分言葉の使い方がね、変わってきてるので、それを今また本

当に比較して、アンケートとって比較できるのだろうかというちょっと疑問ですね。これは昨年とかやったら

ね、結構比較かなと思うんだけど、もう６年も７年もたっているときに、同じ言葉の意味合いがうんと変わっ

てきてる。結構うちの娘たちも含めて結構、相手のパートナー、パートナーって、私らの時代が、主人とか夫

とか旦那とかって言うんやけど、結構パートナーって使ってるので、そこのところは随分変わったん違うか

なと、社会通念上もね。みたいな部分があるので、ちょっとそれをだからどうするのかというのは、何に重き

を置くのかっていうところなんだろうなっていう気はします。 
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会   長：  はい、事務局どうぞ。 

 

事 務 局： パートナーの解説文というのは、実は今回初めて入れさせていただいてると思います。あんまりこれま

でに、定義にこだわってなかったっていうことになりますけども、これは、他市の調査票から色々と考えて

書いた文書になるんですけど、確かにご指摘いただいていることは、その通りですので、ちょっとまたこれ

は検討させていただきたいと思います。 

 

会   長：  前回との比較っていうのも大事な一方で、この前回の平成 29、2017 年からの５年間の本当にこの問

題、特に激動してますよね。そういう部分では、また５年後とかっていうので、その過去との比較というより

は、今この段階でやっぱりちょっと変えておかなきゃいけないという部分もかなりあるかと思いますので、

ちょっとやっぱり問４なんかは、その辺、大きく変わったところですから、今回のアンケートを機に今後ちょっ

と継続するとかっていう部分で、ちょっとあんまり過去ばかり囚われてですね、比較比較と言っても、比較

する媒体も随分変わってるっていうところをちょっと意識しながら今回項目を作られたりしたほうがいいか

と思います。その辺もお願いします。他いかがでしょうか。 

 

委   員：  何度もすいません。もしも抜本的に変えて良いのでしたら、問４の③とかはただ、法律婚しても夫婦別姓

のほうが良いっていうのは、今、法律でできないので、何かちょっと逆にこの場合は、結婚しても夫婦別姓

のほうが良い、だから夫婦別姓を希望する人のことを聞いているのかなという気がしますんで、何でしょう

ね、括弧は逆になくてもいいのかなという気もいたしました。 

ただ難しいのはこれ、自分のほう、自分のことを聞いているのか、世間一般のイメージを聞いてるのか

っていうのは、ここの問４は、自分のことではなくて、世間全体のことを聞いてるということでしょうか。 

 

事 務 局： 個人の結婚観であるとか、いわゆる夫婦別姓に関する考え方を聞いていることだと思うので、結婚云々

は関係ないと。 

 

委   員：  それこそ、国の調査はもういろいろここら辺の項目があるので、何かそちらと参照して、何か項目を作ら

れてもいいのかなっていう気もしました。すいません。 

 

会   長：  はいどうぞ。 

 

委   員：  今の問4の話なんですけど、これ見たときに自分の結婚観なのか、社会全体で多様性を認めるっていう

話なのかが私は分からなくて、私がフラットな感じで見たときには自分の結婚観を聞かれていると思ったん

です。別に結婚したい人はしたらいいと思うし、夫婦別姓があるんだったらそれを採用する人がいてもい

いし、法律婚をしないで、パートナーと暮らすのがいいと思う人もいると思う。それだったら、全部に当ては

まってくると思うんですよ。それは何かちょっとわかりにくいなっていう感じはしました。 

だから、例えば夫婦別姓制度があった、あっても良いとか、何かそういう人がいても良いとかっていう

ような書き方なんだったら、そう思うに丸をつけるかもしれないんですけど、もう本当に、二者択一みたい

な話なんだったら自分は結婚したほうがいいってなったら、ここはそう思わないにチェックされるのかなと

思ったんで。ちょっとこの目的というか質問の趣旨をもうちょっと考えてもらった方がいいのかなと。 

今の話で、個人的な意思ではなくて、社会全体でどういう制度があったらいいのかを聞く質問だったら

ちょっと変えてもらったほうがいいのかなと思いました。 

 

会   長：  前回の回答でも、自分に聞かれているのか世間一般にという、そういう混在して結局は回答されている

ということになりますよね。 
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委   員：  そうです。 

 

会   長：  だからかなり前回の回答と比較もできないようなくらいの内容になると、思い切った方がいいですね、

むしろね。はい、どうぞ。 

 

委   員：  私もこの設問を見たときは、あなたはって書いてあるので、私やなという感じで、回答を書くなと思った

んですね。でも今のその３番の結婚（法律婚）しても夫婦別姓の方がいいっていうのは、希望的観測であっ

て、私のお友達は、夫婦別姓を優先しているので、結局事実婚だけなんですね、もう籍を入れてないんで

す。でないと、できないのでっていう人もあるので。だから何かものすごく混在してるんです。だからきっと、

これが時代の流れでみんなの意識が随分変わってきたんやなというふうに思うので、このアンケートは、あ

なたに聞いたんだよっていうところにもう集約していくかみたいな形の文言にするんやったらそのさっきの

結婚したほうがいいか悪いかみたいなね、結婚しても、必要なときは離婚すればいいというか何かものす

ごい二者択一の質問項目にしたほうが書きやすいですよ。 

 

委   員：  ただやっぱり５番目の夫は外で仕事をし、妻は家事・育児などの家庭を守るのがよいっていうような、何

かこれにどちらかというと賛同するか賛同しないかみたいなのって、すごいこう、ジェンダー意識の世代差

とかを見る上で大事な項目だと思うので、何ていうんでしょうね、こういう意見について、あなたはどう、賛

成するが賛成しないかみたいな感じの項目は、その世間一般に対する項目も残したほうがいいとは思いま

す。もちろん、自分自身の選択はどっちなのかっていう項目、もしかしたら分けたほうがいいのかなってい

うふうにも、ちょっとしているんですけど。 

 

事 務 局：  ここの問題で一番重要なのは、ご指摘いただいた⑤なんですよね。これが市民の意識を図っていく中

で、指標になってくるというところなんですね。それで言えば、上の４つは、つけ足し的なところはあるなと

いうのが、正直なところではあります。 

 

委   員：  もし、夫婦別姓のシステムについての賛成、反対みたいなことを聞かれるんだったら、「夫婦別姓が選択

できる制度を導入すべきである」とか、何か夫婦は同姓のほうが良いっていうのと、ごめんなさい、夫は外

での⑤を並べるとかだとすごくイメージは、わかりやすいかなと思うんですけど。 

 

事 務 局：  そこも含めて一度検討させていただきたいと思います。 

 

会   長：  他いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

委   員：  はい。ちょっと少し文言の部分でなんですけれども、４ページのところに、介護についてお聞きします、っ

ていう部分と、それからそのあとも例えば、問７、問８のところの介護した相手は誰ですかって言って、配偶

者とか親とか子どもも入ってくるんですね、これみんな、介護という言葉のイメージがね、どうなんかなと。

そのあと、実は、６ページに、家庭で育児や介護が必要なときっていう言葉があって、明確に育児と介護を

分けてはるんですね。これ、子育てを介護とは言わない。そしたら、子どもたちが例えば障害を持ってると

か、本当に狭い意味の介護が必要だというふうに限定するのかというところが、今度４ページの介護につ

いてお聞きします、というところが何かちょっと書きづらいというか、なので、狭義の介護なのか広義の介

護なのかというところがちょっと、相手のところにみんな入ってるので、ちょっとここは少しわかりよいように

書かはったほうがいいのか。例えば、介護やったら、あなたが、おうちの中で、誰かをお世話している人が

あるのかとか、さっきの 13 のように、育児や介護をしていますとかっていうのがちょっとイメージが湧きや

すいことのほうが、書きよいのかなと。だからきっとケアラーの話とか、パターンなんやろなと思うんだけど、
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配偶者、親、兄弟、子、みんなひっくるめて介護になっているのでちょっと何か、どこへ行くのかなという。 

でも、その時間の部分とかはね、新たにというような形になっているところがどうこうとかとも思わない

んですが、介護ということのイメージですね。と、その答えをするときの部分。で、13 の育児や介護で、ここ

のところは育児休業、介護休業という、お休みを取るか取らへんかという部分、限定するんやけど、介護と

育児に分けておられるので、ちょっと少し、この４ページのところの言葉は、回答しやすいようにというか、さ

れたらいいのかなというふうに、これは、一つ感想なんですね。 

もう一つは、言葉としてはいかがなものかと思ったのが、これまでそんなに気にならなかったんですが、

14 ページの問 35 のところで、あなたは政治・経済・云々のところで女性のリーダーが増えるとどのような

影響があると思いますか、という設問のところの５番、男女を問わず、優秀な人材が活躍できるようになる。

この優秀な人材って何なん、だと思うんですよ。それこそ、さっきの市長がおられたときの話と一緒で、男女

を問わず、みんなが活躍できるようになっていくというところの門戸が広がっていったらいいんだよね、と

いうことでいいんじゃないのかなと。 

だから、男女を問わず活躍できるようになるという文言で十分なんじゃないかなというふうに思いまし

た。ご検討いただけたらなというふうに思いました。 

 

会   長：  取りあえずよろしいですか。 

 

委   員：  はい。 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。 

 

委   員：  今、●●委員がおっしゃった件の介護のところなんですけれども、育児と介護を一つに合わせて時間を

聞くっていう方法もあるかもしれないんですけれども、私せっかくこういう項目でやられようとされてるん

だから、これでいいかと思うんですが、ただ、イメージの中で、介護ってどこまでっていうことにもしなるん

だとしたら、ケース数が少ないものを問８から落としてもいいのではないかという気がします。つまり、子ど

もの部分を、問８から削って、子どもの、私のところ育児じゃなくてこれ、介護まであるんだって思ってらっ

しゃる方は、その他に書いてくださると思うので、混乱を避けるためにはそういうむしろ介護という言葉で、

一般的に伝わると思いますので、そういう対応ではいかがかと思いました。以上です。 

 

会   長：  どうぞ。 

 

委   員：  何度も戻って申し訳ないんですけど、問 4 のところなんですけどね、何度もこだわって申し訳ないんで

すけど、入籍せずパートナーと暮らすのがよいってそう、難しくて、さっき●●委員がおっしゃったように、

夫婦別姓制度がないから仕方なくパートナーと暮らして、要はパートナーシップというか、あるいは事実婚

している人もいる。あるいは同性婚がないから、同性パートナー間で仕方なくパートナーとして暮らしてい

る人がいるじゃないですか、事実婚で。じゃぁそういう人が選ぶのかどうかっていう、よくわからないことに

なるので、④は要らないのではないかと思って。 

①②残して、例えばですけど、③について、その選択的夫婦別姓制度を導入しても構わないとかにして、

④については、例えば同性婚の導入には構わ、何て言うのだろう、何か今ある制度の中で仕方なく、そうい

う事実婚してる人がいてて、それがいいと思ってないと思うので、ちょっとその辺を何か変えてもらうほう

がここはさっきおっしゃってたみたいに、全面的に変えてもらって、前との比較は要らないんじゃないかな

っていう意見です。あと、もう一つは、９ページ目のところの、ドメスティックバイオレンス、ＤＶについての

説明のところで、ここはどれだけ書いたらいいかよく分からないんですけど、気になったのは、性的な暴力

だけ具体的な例がないんです。実は、分かってもらえにくいのって、性的な暴力、精神的な暴力なんで、ち

ょっと前に、もし説明を載せるんであれば、例えば、同意をしていないのに無理やり性行為をする、避妊を
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してくれないなどの性的な暴力とか、入れてもいいのかなと。これだけがちょっと何か具体例がなかったん

で、そこの点は、補足してもらっていいのかなと思いました。 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。事務局今のところ、反映、検討ということで。 

 

事 務 局： そうですね、検討させていただきますので、ありがとうございます。 

 

会   長：  細かいところ、皆さんに見ていただいておりますので、事務局のほうも、そのあたり、よりいいものがで

きるかと思います。問 4 は本当、大きく変わるところですし、もう少し時間をかけてもいい成果が出るよう

な項目、必要になってくるかと思いますので。ご苦労かと思いますが、１回いいのを作っておくと、やはり今

後に生かせますので、ちょっとお願いしたいと思います。他に、いかがでしょうか。 

 

委   員：  言い忘れていたのが 1件ありまして、７ページの 16番、17番のあたりなんですけれども、問 16で、９

活動していないって答えた人は、問18に飛んでいただかないと問17が答えられないと思いますので、そ

ちらよろしくお願いいたします。 

 

会   長：  はい、どうぞ。 

 

事 務 局： すいません。今日の調査票案の中には、お示しできてないんですけれども、いろんな情報収集する中で

ですね、こういうのもあっても面白いと言うか、興味深い結果が出るのかなと思ったことがあるんですが。 

例えば問５の①のところなんですけど、３ページなんですけど、あなたの家庭では、次のようなことを主

に誰が担っていますかという設問があります。これの結果だけでも、いろいろクロス集計したら興味深い

結果が出てくるんだろうと思うんですが、例えばその子育てを、主として妻がやってるって答えた方がです

ね、その妻、ご本人であった場合に、そのことに対して、満足してるのか、不満を持っているのかていうふう

なとこら辺も、探っていけるような形にすれば、クロス集計する中で、いろいろ興味深いものが出てくるか

なと思っています。 

例えば、子育てを主としてたくさんやってるんですけど、それに対して不満に思ってるっていうことがあ

れば、夫婦間のコミュニケーションが取れてないだなあって思いますし、それであれば、コミュニケーショ

ンが取れるよう講座を打っていくとかですね、いうようなこともできるのかなというふうに、課の中で話を

する中で出てきましたので、できましたらそういう項目ですね、追加をさせていただければというふうに思

ってるんですが、いかがでしょうか。 

 

委   員：  面白いんじゃないかと思いまして、例えば、問５の③あたりに、現在の家事分担について満足してるか満

足してないかという項目を入れてみるとか、何て言うんでうか、やや満足して、４段階くらいの評価でもい

いかもしれないんですけど、何かそういうやり方もあるかとは思いますけど、いろいろな聞き方はあるの

ではないかと思います。はい。 

 

会   長：  ぜひその辺で入れる方向で、ちょっと事務局、今の、問５の③くらいになるかもしれませんけど。 

はい、どうぞ。 

 

委   員：  今の部分でね、先ほど意見言っていただいたみたいに、この問５の①って本当に家族がそろっているお

家への質問みたいになってるんですよね。なので、例えばシングルやったら、その他にマルするのかな、そ

れとも自分はやっぱり昔は妻やったので、妻に丸するのかなって悩むよね。 

で、例えば、ひとり暮らしの方が家事をするときは自分しかいないので、その選択肢はなく、その他しか

ないと。だから、ちょっと悩む部分だと思うんですね。だからこのその他がものすごくアバウトで、広範囲に
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なっているので、そこのところを省いてしまって、先ほどのやっぱり夫も妻もいて子どもたちもいるという

家族を想定してアンケートを書くのか、それとも、自分が、こうだよっていうところは、私なんかやったら、も

しかしたらもう夫が死んだあとは自分が１人で全部こなさなあかんという形で、６０代の女性はアンケートに

答えるし、それこそシングルのお母ちゃんやったら、みたいな感じっていうのをどんなふうにするのかって

いうのは、ちょっとこの、主として夫、夫婦同程度、主として妻という言葉だけでは少し表しにくいんやろなと

いうのは、印象としてやっぱりあります。だから、満足しているのかしていないのかって言われてしまって

も、ひとり暮らしやったらもう満足せなしゃあないというか、不満に思っても不満と書いても、どうにかなる

わけではなくてちょっとそこのところは、すごい難しい回答になっていくだろうなっていうイメージはありま

す。 

 

委   員： 失礼します。ご夫婦だけにアンケート用紙が送れれば単純なんですけど、多様なご家族に届く可能性が

あるので、こういういろんな方に配るやつはすごい難しいよねって思いながら、お話し伺っていたんですけ

れども、難しいですね。何か、丁寧にやろうとするとその前段階の項目を作らなければいけなくなってしま

うので、シングルなのか、男女のいる家族なのかみたいな感じになってしまうなとは思うんですけれども。

しょうがない、やっぱりその満足の項目のところには当てはまらないを作っておくしかないのかなっていう

ふうに、何ていうか、この項目を何とか使っていくなら、そうなのかなというふうには思いました。 

 

会   長： はい、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

委   員： 問5の①は、主として夫ではなく、主として何かに変更していくということですか。 

 

会   長： 今のところ、問5の①を生かす上において、問5の③というものを新たに作って、そしてその中で。 

 

委   員： 主として夫、主として妻というのは残していって。 

 

事 務 局： 最初に問題提議していただいたところです。男性にするのか、じゃ、男性と女性がいいのかどうかという

ことも含めて、併せて検討はさせていただきたいと思います。このままでいくかもしれませんけども。 

 

会   長： その辺そういうことで、今、はい。 

  

委   員： 同性婚もあるしね。 

 

事 務 局： 単純に、男性、女性で分けてたらよかったんですけど、非常に複雑になってきたなぁというのがあるので、

そこまで盛り込んでいくのかどうかというのは、少し悩ましいところですね。一方で、そういう部分に踏み込

んでいかないといけないだろうとは思っていますけども。ちょっとその部分は人権的になるのかなという気

がします。 

 

委   員： もちろん、この項目を主として自分と、主として他の家族っていうやり方もあるとは思うんですけど、そう

するとジェンダーのバランス現状も、家族の中での男女平等の状況が見れなくなってしまうので、やっぱ男

女のカテゴリーを使わなきゃいけないときもあるだろうな、あるいは夫と妻とかっていうカテゴリーを使わ

なきゃいけないときもあるとは思いますので、という意見ですみません。 

 

事 務 局： 検討させていただいて、答えを出さないとアンケートできませんので、そこはまた最終形はお示しさせて

いただきます。 
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会   長： どうぞ。 

 

委   員：  考えてたんですけど、このアンケートの追加がいいんであれば、問29で、性教育についてどのように思

われますかっていう質問があるじゃないですか。性教育に関する質問、ここだけなんですけど、ちょっとも

ったいないかなっていう気がしていて、最近、結構性教育の問題があがっているので、もしできるんだった

らこの質問に追加して、どういうことを教えてもらいたいかみたいな、アンケートっを取ってもいいのかなと。

例えば避妊についてとか、妊娠についてとか、いろんな項目があると思うんですけれども、複数回答を可に

して、ほかでもアンケートを取られてるようなところもあるとは思うんですけど、実際にこれ、もし何かそう

いう、さっきの話で、助産師さんを工夫して来ていただくとか、どういうテーマを教えてもらいたいニーズ

があるか、ユース世代から子育て世代とかいろいろ思いがあると思うですけど、そのあたり質問に追加し

ても、繋がっていくのかなという気はしました。 

 

会   長：  はい、ありがとうございます。事務局そのあたりも。 

 

事 務 局： はい、たくさんいただいてますけれども、一つひとつ検討していきたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

委   員：  よろしいですか。すいません。ちょっとページ数の関係とか項目数で入るかわからないんですけどもし、

あともう一つはそういう項目で結構なんか、見た方にぎょっとさせる効果はないのか、いろいろどこまで、こ

の調査でやって、回収率が下がらない程度のものができるのかなっていうところもちょっとだけあるんです

けれども。 

性教育に関する項目もし必要でしたら、他のところで、すいません、性教育の項目、子どもたちに体の仕

組みを教えて欲しいとか、あるいは、デートＤＶについて教えておいて欲しいとかみたいな項目を出したも

のがあるので、後で事務局のほうに、私よかったらちょっと、素案を棄却してくださって構いませんので、お

送りしておきたいと思います。 

 

事 務 局： ぜひよろしくお願いいたします。 

 

会   長：  他、いかがでしょうか。事務局からご提案いただいた部分で、そのあたりもクロス集計やりやすい、それ

とまた実験的な項目を今回入れて、次回、先ほどの、主として夫とか、本当難しい悩ましいところはあるとい

うことでしたけども、ちょっとその辺も踏まえてですね、事務局にはご苦労になりますけれども、調査票の最

終確認につきましてはですね、●先生と私のほう、一任でですね、ちょっと最終的にやって参りたいと思い

ます。その辺、皆さまよろしいでしょうか。 

 

（「お願いします」の声あり） 

 

○議題２  その他 

会   長： そうしましたら、今日の協議事項、こちらのほうで、一応終わりましたので、そのほか作業部会についてと

か、次回の審議会の日程調整ですとか、そちらにつきましてですね、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

事 務 局： 作業部会、次回の審議会についてでございますが、１月の全体会には、今皆様にご審議いただきました

調査の結果、中間報告をご提出させていただく予定でございます。その全体会の後に、プラン作業部会を２

回、２月と３月に開催させていただく予定となっております。 

なおプラン作業部会につきましては、●●会長、●●副会長、●●委員、●●委員、●●委員、●●委

員にお願いをしたいと思っております。 
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また、次回の審議会は１月を予定しておりますが、こちらにつきましては日程調整をまた改めて事務部

からご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

会   長：  今の事務局からのご説明、大体のスケジュール、皆様大丈夫でしょうか。 

そうしましたら、本日予定をしておりました議事、また、長時間になりましたけれども、今日は市長との意

見交換もございましたので、皆様、いろいろと思いをお伝えになれたかとは思います。 

皆様に貴重なご意見いただきましたので、今後、事務局に取りまとめいただき、あと、調査項目の修正で

すね。●●副会長と私の方で確認の上、市民意識調査が郵送されるということになります。 

そうしましたら引き続き皆様にはですね、審議していただくことになりますけど、本日はこれにて終了と

なります。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 

～審議終了～ 


